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１．はじめに

当社は、去る平成21年4月1日付けで全国信用情報センター連合会（全情
連）加盟33情報センターから信用情報事業を承継し、また、同日付けにて㈱

テラネットから㈱日本信用情報機構に社名変更いたしました。

本資料のデータは、全情連加盟33情報センターから承継した主に貸金業

者を会員とするデータベースに関するものです。

当社概要

会 社 名 株式会社日本信用情報機構

（Japan Credit Information Reference Center Corp. (略称:JIC)）
代 表 者 嶋田 一弘

資 本 金 ４．８億円

株 主 与信業者など２２社

設 立 １９８６年（昭和６１年）６月

所 在 地 〒１０１－００４６

東京都千代田区神田多町２－１ 神田進興ビル

主な事業 信用情報の収集・登録・管理・提供並びに交流
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２．無担保無保証借入の残高がある者の借入件数ごとの登録状況（表１）
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◆表の見方
（１）1件でも無担保無保証借入の残高がある者を、無担保無保証の借入件数ごとに集計したもの。完済した債務や残高がゼロの契約や無担保無保証以外の債務は1件として数えない。

債務者が破産や特定調停など法的整理を行った後に債権放棄されていないもの、貸金業者が過払金返還請求に応じたあとに残高があるもの（H20.1以降）については1件として数える。
（２）「延滞」は、約定返済日（又は入金予定日）から3ヶ月以上なんら入金されないもの
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４． 表１．の特徴的傾向

【Ａ．人数合計】→減少
Ｈ１９／３末 1,167.9万人
Ｈ２０／３末 1,126.4万人(－41.5万人(－3.6%))
Ｈ２１／３末 1,084.1万人(－42.3万人(－3.8%)) ２年間で－83.8万人

【Ｂ．件数合計】→減少
Ｈ１９／３末 2,883.4万件
Ｈ２０／３末 2,536.9万件(－346.5万件(－12.0%))
Ｈ２１／３末 2,239.3万件(－297.6万件(－11.7%)) ２年間で－644.1万件

【Ｃ．残高合計】→減少
Ｈ１９／３末 136,502億円
Ｈ２０／３末 120,031億円(－16,471億円(－12.1%))
Ｈ２１／３末 103,806億円(－16,225億円(－13.5%)) ２年間で－32,696億円

【Ｄ．借入件数別人数】
① ５件以上借入がある人の人数→減少

Ｈ１９／３末 171.1万人
Ｈ２０／３末 117.7万人(－53.4万人(－31.2%))
Ｈ２１／３末 72.7万人(－45.0万人(－38.2%)) ２年間で－98.4万人

② １件または２件の借入がある人の合計人数→増加
Ｈ１９／３末 725万人
Ｈ２０／３末 748.1万人(＋ 23.1万人(＋3.2%))
Ｈ２１／３末 764.9万人(＋ 16.8万人(＋2.2%)) ２年間で＋39.9万人

③ 延滞登録のある人→増加
Ｈ１９／３末 177.2万人
Ｈ２０／３末 199.1万人(＋ 21.9万人(＋12.4%))
Ｈ２１／３末 228.3万人(＋ 29.2万人(＋14.7%)) ２年間で＋51.1万人
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５．図１．登録件数の変動（平成１９年３月～平成２１年３月（２年間））

※ 〔 〕内は構成比、（ ）内は平成19年3月末～平成20年3月末のデータからの増減です。 ※ 四捨五入により、グラフ上の数値とその構成要素の合計が一致しない場合があります。

平成19年度 平成20年度

加盟会員数 1,934社 1,544社 1,255社

残高有り件数

2,239万件

残高有り件数

2,883万件

残高有り件数

2,537万件

新規借入れ

227万件

（△95万件）

新規借入れ

323万件

返済による完済

及び残高ゼロ

164万件〔31%〕

（△230万件）

返済による完済

及び残高ゼロ

394万件〔58%〕

平成19年3月末 平成19年度内増加分 平成19年度内減少分 平成20年3月末 平成20年度内増加分 平成20年度内減少分 平成21年3月末

残高有り件数増加要因

（231万件）

（△97万件）

残高有り件数減少要因

（528万件）

（△148万件）法的整理 45万件〔7%〕

新規入会

5万件

債務整理 52万件〔8%〕

過払金返還 33万件〔5%〕

保証弁済等 10万件〔1%〕

非会員譲渡 41万件〔6%〕

退会 62万件〔9%〕

登録期間満了 38万件〔6%〕

債権者による

債権回収または

保証による弁済

10万件〔1%〕

298万件

減少
（△49万件）

法的整理 73万件〔14%〕

 （+28万件）

新規入会

3万件

（△2万件）

債務整理 68万件〔13%〕

（+16万件）

過払金返還 94万件〔18%〕

 （+61万件）

保証弁済等 22万件〔4%〕

 （+13万件）

非会員譲渡 20万件〔4%〕

 （△21万件）

退会 84万件〔16%〕  （+22万件）

登録期間満了 3万件〔0%〕  （△36万件）

残高有り件数増加要因

（328万件）

残高有り件数減少要因

（675万件）

債務者による債務整理

235万件〔45%〕

（+105万件）

STARSデータベース

から削除されたもの

107万件〔20%〕

（△35万件）

債権者による

債権回収または

保証による弁済

22万件〔4%〕

（+13万件）

347万件

減少

債務者による債務整理

130万件〔20%〕

STARSデータベース

から削除されたもの

141万件〔22%〕
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６．図１．の説明

【会員数】
Ｈ１９／３末 1,934社
Ｈ２０／３末 1,544社(－390社(－20.2%))
Ｈ２１／３末 1,255社(－289社（－18.7%))

【残高有り件数】
Ｈ１９／３末 2,883万件
Ｈ２０／３末 2,537万件(－346件(－12.0%))
Ｈ２１／３末 2,239万件(－298件（－11.7%))

【新規借入件数】
Ｈ１９年度 323万件
Ｈ２０年度 227万件(－95万件（－29.7%))

【返済による完済及び残高ゼロ】
Ｈ１９年度 394万件
Ｈ２０年度 164万件(－230万件（－58.4%）

【債務者による債務整理（法的整理・債務整理・過払金返還）】
Ｈ１９年度 130万件
Ｈ２０年度 235万件(＋105万件(＋80.1%))

【債権者による債権回収または保証による弁済】
Ｈ１９年度 9.6万件
Ｈ２０年度 22.4万件(＋12.8万件（＋133.3%))

【ＳＴＡＲＳデータベースから削除されたもの（非会員譲渡・退会・登録期間満了）】
Ｈ１９年度 141万件
Ｈ２０年度 107万件(－35万件（－24.1%))

※「延滞」情報が付帯している債権は「残高有り件数」の中に含まれる。



Japan Credit Information Reference Center Corp. 8

７．項目の定義

契約見直し 債務者から過払金返還の請求があり、会員が応じたもの。

強制解約

連帯保証人弁済

保証契約弁済

債権回収

「契約見直し」が付帯している完済情報。過払金返還

返済能力の欠如等を理由として、債務者（会員）が強制的に包括（カード）契約を解除したもの。

主債務者の返済能力の欠如を理由に、連帯保証人が契約に基づき残りの債務をすべて弁済したもの。

保証契約に基づき、保証提携先企業から一括弁済を受けたもの。

債権者が法的手続きをとったもの。

特定調停

民事再生

破産申立

所定の登録期間が経過したため、データを削除したもの。登録期間満了

当該期間中に、会員が退会したことを理由に情報を削除したもの。退会

会員が自社債権を加盟会員以外の企業（非会員）に譲渡したもの。非会員譲渡

「債権回収」、「保証契約弁済」、「連帯保証人弁済」、「強制解約」のいずれかが付帯している完済情報。保証弁済等

債務者が債務整理に関する整理行為をとったもの。債務者に抗弁権等の存するものを含む。債務整理

債務者が裁判所に特定調停法に基づく特定調停を申し立てたもの。

債務者が裁判所に小規模個人再生手続、又は給与所得者等再生手続きを申し立てたもの（個人に適用されるもの）。

債務者が裁判所へ（自己）破産を申し立てたもの。

「破産申立」、「民事再生」、「特定調停」のいずれかが付帯している完済情報。法的整理

当該期間中に新規に入会した会員が当該期間に報告した情報件数。新規入会

当該期間末日付データベースに登録されている、当該期間の貸付債権新規登録件数（「新規入会」該当分を除く）。新規借入れ

定義項目

※無担保無保証借入のみ集計の対象です。
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８．「７１契約見直し」情報登録状況（１）
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サービス情報「71 契約見直し」の定義 ： 債務者から過払金返還の請求があり、会員がそれに応じたもの

平成19年9月より「71契約見直し」情報を新設（登録期間は５年間）、それまでは「32債務整理」情報として登録（下の件数は平成１９年９月からの累積登録件数）
なお、顧客がすでに完済した契約に関して、その後、会員業者が過払金返還請求に応じた場合は「71契約見直し」情報を報告することはできない

（月末現在）

（累積件数）
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９．契約見直し情報登録状況（２）

【平成20年12月2日時点の登録状況】

① 「71契約見直し」登録件数 144.4万件
② 上記①を保有する人数 87.5万人

【「71契約見直し」情報が登録された後の状況（上記②の人のその後の登録状況）】

A 完済情報のみが登録されている人数 29.0万人 （上記②の33.1％）

（過払金を元本に充当した結果、すべての既存借入について債務不存在となり

完済情報のみの登録となった人で新たな貸付が発生していない人）

B 残高情報が登録されている人数 54.1万人 （上記②の61.8％）

（過払金を元本に充当した結果、既存借入について元本が残り当該残高情報が
登録されている人で新たな貸付が発生していない人）

C 新たな貸付情報が登録された人数 4.4万人 （上記②の 5.0％）

（過払金返還を受けた後、新たな借入申込みを行い貸付が行われた人）

※Ａ及びＢの人のうち、その後に新たな借入申込みが行われた結果、借入ができなかったか

どうかは不明

（注：前ページの統計を含め社会全体で過払金返還を受けた人数及び件数を示すものではありません。）


